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（目的） 

第１条 この告示は、自己の居住する住宅の耐震改修工事又は建替え工事を実施する

者に対して、当該年度の予算の範囲内において、木造住宅耐震リフォーム促進支援

事業補助金（以下「補助金」という。）を交付することにより、木造住宅の耐震改修

を促進するとともに住宅の地震に対する安全性の向上を図り、もって災害に強いま

ちづくりに資することを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

（１） 耐震診断 住宅の地震に対する安全性を評価すること（２０１５年改訂青

森県木造住宅耐震診断シートによるものに限る。）をいう。 

（２） 耐震改修 耐震診断により上部構造評点のうち最小の値が１．０未満と診

断された住宅を、当該評点が１．０以上となるように行う補強等（２０１５

年改訂青森県木造住宅耐震補強シートによるものに限る。）のことをいう。 

（３） 耐震技術者 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条の規定に基

づく登録を受けた建築士事務所に所属する建築士で、県が作成する青森県木

造住宅耐震診断員名簿に記載された者をいう。 

（４） 建築士 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２条第１項に規定する

ものをいう。 



（５） 耐震改修計画 第２号に規定する補強等を行う計画であって、耐震技術者

の設計に係るものをいう。 

（６） 耐震改修工事 第２号に規定する補強等を行う工事及び補強等に伴い影響

する範囲の改修工事であって、耐震技術者が耐震改修計画を作成し、工事監

理に係るものをいう。 

（７） 建替え工事 耐震診断により上部構造評点のうち最小の値が１．０未満と

診断された住宅を除却し、同一敷地内に次条第２号に規定する住宅を建築す

る工事であって、建築士が設計し、工事監理に係るものをいう。 

（補助対象住宅） 

第３条 補助金の交付の対象となる住宅（以下「補助対象住宅」という。）は、市内に

存し、次の各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。 

（１） 昭和５６年５月３１日以前に建築されたものであること。 

（２） 一戸建て専用住宅又は併用住宅（延べ面積の２分の１以上を住宅の用に供

し、かつその他の用途に供する部分の床面積が５０平方メートル以下である

ものに限る。）で地上階数が２以下であること。 

（３） 在来軸組構法又は伝統的構法によって建築された木造住宅であること。 

（４） 現に所有者又はその親族が居住の用に供している若しくは確実に居住する

ことを予定しているものであること。 

（５） 過去にこの告示、平川市安全安心住宅リフォーム促進支援事業費補助金交

付要綱、青森県安全安心住宅リフォーム促進事業費補助金交付要綱に基づく

補助金の交付の対象となった耐震改修工事又は建替え工事を行っていない

住宅であること。 

（６） 耐震診断により上部構造評点のうち最小の値が１．０未満と診断されたも 

の。 

（７） 前号の耐震診断以降、増改築されていないもの。 

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、市内に補助

対象住宅を所有する者又はその親族で、次の各号に掲げる要件の全てに該当するも

のとする。 

（１） 次条に規定する工事の完了後に居住する者 

（２） 市税に滞納がない者 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号） 



第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でない者又は

同条第２号に規定する暴力団若しくは暴力団員と関係を有していない者であ

ること。 

（補助対象工事） 

第５条 補助の対象となる工事（以下「補助対象工事」という。）は、補助対象住宅に

ついて行う耐震改修工事又は建替え工事とする。ただし、次に掲げる工事は補助対

象工事としない。 

（１） 補助金の交付決定前に着手した工事 

（２） 耐震改修工事又は建替え工事以外の建築工事及び外構工事 

（３） 市又は国の他の制度に基づく補助金等の交付を受けた工事又は受ける予定

の工事 

（補助対象経費及び補助金の額） 

第６条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、耐震改

修又は建替えに要する工事費、設計費及び工事監理費（以下「設計費等」という。）

の耐震改修に要する経費相当分とし、補助金の額（以下「補助額」という。）は、補

助対象経費に２３パーセントを乗じて得た額又は１，１７２，０００円のいずれか

低い額（その額に１，０００円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てた額）

とする。 

２ 耐震改修工事の場合で、同条第１項の補助対象経費が、改修後の住宅延べ面積１

平方メートルにつき４７，８００円を超える場合は、当該面積１平方メートルにつ

き４７，８００円で算出するものとする。 

３ 建替え工事の場合で、同条第１項の補助対象経費が、既存住宅延べ面積１平方メ

ートルにつき４７，８００円を超える場合は、当該面積１平方メートルにつき４７，

８００円で算出するものとする。 

（施工業者） 

第７条 補助対象工事に係る施工業者は、法人又は個人事業者とする。 

２ 施工業者は、第三者に対し、工事の全部の施工を委託し、又は請け負わせてはな

らない。 

３ 施工業者は、適切かつ適法に工事を行わなければならない。 

（補助金の交付の申請） 

第８条 補助金の交付の申請をしようとする者は、平川市木造住宅耐震リフォーム促

進支援事業補助金交付申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて、市長に



申請しなければならない。 

（１） 申請者の本人確認ができる書類の写し 

（２） 住宅の所有者が申請者以外にいる場合にあっては、改修工事同意書（様式

第２号） 

（３） 代理申請の場合にあっては、委任状（様式第３号） 

（４） 各種公的支給や補助申請に関する申出書（様式第４号） 

（５） ２０１５年改訂青森県木造住宅耐震診断シート（耐震診断結果報告書を含

む）の写し 

（６） ２０１５年改訂青森県木造住宅耐震補強シート（耐震改修工事の場合に限

る。） 

（７） 固定資産税課税明細書又は建物の登記全部事項証明書の写し等住宅の所有

者等を確認できる書類 

（８） 申請者の市税の納税状況がわかる書類 

（９） 工事見積書（内訳明細の付いたもので耐震改修に要する経費がわかるもの。） 

（10） 案内図、配置図、平面図及び耐震改修計画等工事概要がわかる図面 

（11） 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第６条第１ 

項又は第６条の２第１項の規定による確認済証の写し（建替え工事の場合で 

あり確認申請の提出を要する場合に限る。） 

（12） その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の申請書の受付期間は、毎年度６月１日から１０月末日までとし、当該年度

予算の範囲内において先着順で受け付けるものとする。 

（補助金の交付の決定） 

第９条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査

し、必要に応じて実地調査等を行い、補助金の交付の可否を決定するものとし、補

助金を交付することを決定した場合にあっては、平川市木造住宅耐震リフォーム促

進支援事業補助金交付決定通知書（様式第５号）により、補助金を交付しないこと

を決定した場合にあっては、平川市木造住宅耐震リフォーム促進支援事業補助金不

交付決定通知書（様式第６号）により、当該申請者に通知するものとする。 

（補助金の交付の条件） 

第１０条 平川市補助金等の交付に関する規則（平成１８年平川市規則第５３号。以

下「規則」という。）第５条の規定による条件は、次に掲げる条件とする。 

（１） 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）の内容の変更



を行う場合にあっては、平川市木造住宅耐震リフォーム促進支援事業変更

（中止・廃止）承認申請書（様式第７号）に変更の内容が確認できる書類を

添えて、市長に提出してその承認を受けること。 

（２） 補助事業を中止し、又は廃止する場合にあっては、平川市木造住宅耐震リ

フォーム促進支援事業変更（中止・廃止）承認申請書（様式第７号）を市長

に提出してその承認を受けること。 

（３） 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難とな

った場合において、速やかに市長に報告してその指示を受けること。 

（４） 補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明

らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを補助金の交付決定の日の属す

る年度の翌年度の４月１日から起算して５年間保管しておくこと。 

（５） 補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産を善良な管理者の注意

をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って使用し、その効率

的な運用を図ること。 

（６） 規則第１９条本文の規定により市長の承認を受けないで財産を処分したこ

とにより収入があった場合において、市長が定めるところにより、その収入

の全部又は一部を納付すること。 

（申請の取下げの期日） 

第１１条 規則第７条第１項の規定による補助金の交付の申請の取下げの期日は、補

助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して２０日とする。 

（状況報告及び実地調査） 

第１２条 市長は、補助対象工事の適正を期すため、補助金の交付決定後、必要があ

ると認めるときは、補助対象工事の進捗状況に関し、第９条の補助金の交付決定の

通知を受けた者（以下「補助決定者」という。）、施工業者等に報告を求め、又は実

地調査を行うことがある。 

２ 規則第１０条第１項の規定による報告は、平川市木造住宅耐震リフォーム促進支

援事業状況報告書（様式第８号）を提出して行うものとする。 

（完了確認） 

第１３条 補助決定者は、補助対象工事が完了したときは、平川市木造住宅耐震リフ

ォーム促進支援事業工事完了報告書（様式第９号）を市長に提出し、現場確認を受

けるものとする。 

２ 市長は、前項に規定する現場確認を実施した場合は、その結果を平川市木造住宅



耐震リフォーム促進支援事業工事完了確認通知書（様式第１０号）により、当該補

助決定者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第１４条 補助決定者は、前条の現場確認を受けた後又は第１０条第１項第２号の廃

止の承認後に、平川市木造住宅耐震リフォーム促進支援事業完了（廃止）実績報告

書（様式第１１号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の実績報告書に添付する書類は、次のとおりとする。 

（１） 工事請負契約書の写し 

（２） 工事代金領収書又は請求書の写し 

（３） 補助対象経費に係る工事の部分並びに部位ごとに着工前、施工中及び完成

の状況を撮影した工事写真 

（４） 耐震改修計画のとおりに耐震改修工事を行ったことを耐震技術者が証した

書類（耐震改修工事の場合に限る。） 

（５） 法第７条第５項又は法第７条の２第５項の規定による検査済証の写し（建

替え工事における確認申請の提出を要する場合に限る。） 

（６） その他市長が必要と認める書類 

３ 第１項に規定する書類の提出期限は、補助事業の完了した日又は廃止の承認を受

けた日から起算して３０日又は当該年度の２月末日のいずれか早い日とする。 

（補助金の額の確定） 

第１５条 市長は、前条の実績報告書等の提出を受けたときは、当該実績報告書等の

書類の審査等により交付すべき補助金の額を確定し、平川市木造住宅耐震リフォー

ム促進支援事業補助金額確定通知書（様式第１２号）により当該補助決定者に通知

するものとする。 

２ 市長は、前条の規定による実績報告について、必要があると認めるときは、補助

決定者、施工業者等に報告を求め、又は実地調査を行うことができる。 

３ 市長は、前項の規定による調査の結果、補助対象工事の実績が補助金交付決定の

内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、必要な措置を講ずるよう

補助決定者に指示することがある。 

（補助金の交付） 

第１６条 補助金は、前条の規定により補助金の額を確定した後に交付するものとす 

る。 

（補助金の請求） 



第１７条 補助金の請求は、第１５条の通知を受けた後において、平川市木造住宅耐

震リフォーム促進支援事業補助金請求書（様式第１３号）を市長に提出して行うも

のとする。 

（処分の制限を受ける期間） 

第１８条 規則第１９条ただし書の規定により財産の処分の制限を受ける期間は、補

助金の交付決定の日の属する年度の翌年度の４月１日から起算して５年間とする。 

（その他） 

第１９条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、別に

定める。 

 

附 則（平成２７年５月２０日告示第６８号） 

この告示は、平成２７年５月２５日から施行する。 

附 則（平成２８年８月１日告示第１１０号） 

この告示は、平成２８年８月５日から施行する。 

附 則（平成２９年３月２２日告示第２７号） 

この告示は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年５月１５日告示第５６号） 

この告示は、平成３０年５月１５日から施行する。 

附 則（令和元年５月２０日告示第７３号） 

この告示は、令和元年５月２０日から施行する。 

附 則（令和２年５月２５日告示第８２号） 

この告示は、令和２年５月２５日から施行する。 

附 則（令和３年５月２６日告示第１１３号） 

この告示は、令和３年５月２６日から施行する。 

附 則（令和４年５月３１日告示第１０９号） 

この告示は、令和４年６月１日から施行する。 

附 則（令和５年５月２６日告示第１２８号） 

この告示は、令和５年６月１日から施行する。 

附 則（令和７年５月３０日告示第１１７号） 

この告示は、令和７年６月１日から施行する。 


